
広報奥出雲15 広報奥出雲 14

■大人向けの本■
　①「少女」　　　　　　 　　　　 湊　かなえ　著
　②「灰色のピーターパン」　 石田衣良　著
　③「脳にいいことだけをやりなさい」　

マーシー・シャイモフ　著
　④「男道」　　　　　　　 清原和博　著
　⑤「おうち冷凍で幼稚園べんとう」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山崎典子　著

■子ども向けの本■　
　①「イーグル号航海記」　 　斉藤　洋　著
　②「ねこのおんがえし」　 中川李枝子　作
　③「舞は10さいです」　 あさのあつこ　作
　④「ハコちゃんのはこ」　 竹下文子　作
　⑤「いろいろたまご」　 山岡ひかる　作

■大人向けの本■
　①「隠蔽捜査」　　　　　　　　　 今野　敏　著
　②「星に願いを」　　　　　　 重松　清　著
　③「納得いくお葬式は20万円から」できる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 牧野恭仁　著
　④「読めそうで読めない間違えやすい漢字」　　
　　　　　　　　　　　　　　 出口宗和　著
　⑤「身近なトラブルを『小額訴訟』で解決する本」

芥川　基　著
■子ども向けの本■　
　①「アート少女」　　　　 花形みつる　作
　②「レミーのおいしいレストラン」
　　　　　　　　　　　　　　 キティ・リチャーズ　作
　③「米村伝治郎のおもしろ科学ミュージアム」　
　　　　　　　　　　　　　　　　 大沢幸子　著
　④「ことわざの大常識」　 江口尚純　著
　⑤「ねないこだれだ」　 せなけいこ　作

新着図書案内新着図書案内新着図書案内新着図書案内新着図書案内

4月の休館日
月曜日、祝日、３0日

4月の休館日
日曜日、月曜日、祝日、30日

仁多カルプラ図書室仁多カルプラ図書室 横田コミセン図書室横田コミセン図書室

国民年金の手続きはお済みですか？国民年金の手続きはお済みですか？ 国保コーナー国保コーナー

　入学・卒業・就職の季節です。
　次のような場合には、国保係の窓口へ届出をしてください。

※退職者医療制度については、広報10月号に掲載していますので参考にご覧ください。
　　　　　お問合せは、健康福祉課国保係までお願いします。
　　　　　　　　有線　31－5121　電話　54－2781

こんなときはこんなときは1414日以内に届出を！日以内に届出を！

寄贈をいただきました
仁多仏教会　様　　　　　 金一封
仁多ライオンズクラブ　様　 金一封

こんなとき

職場の健康保険をやめたとき

健康保険等の被扶養者からはずれたとき

他の市町村から転入してきたとき

子供が生まれたとき

生活保護を受けなくなったとき

外国籍の人が加入するとき

職場の健康保険等に加入したとき

健康保険等の被扶養者になったとき

他の市町村に転出するとき

国保の被保険者が死亡したとき

生活保護を受けるようになったとき

外国籍の人が脱退するとき
※退職者医療制度の対象となったとき

町内で住所が変わったとき

世帯主や氏名が変わったとき

世帯合併・世帯分離したとき

国保の保険証を紛失したり、使えなくなったとき

印鑑、離職票または資格喪失証明書

印鑑、扶養除外証明書

印鑑

保護廃止決定通知書

外国人登録証明書

印鑑、国保と健保の両方の保険証

印鑑、国保の保険証

国保の保険証、保護開始決定通知書

国保の保険証、外国人登録証明書

印鑑、国保の保険証、年金証書

印鑑、国保の保険証

印鑑、身分を証明するもの

届出に必要なもの

国民健康保険

に加入するとき

国民健康保険

を脱退するとき

その他の届出

～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～

会社を退職されたときは国民年金の届出が必要です！会社を退職されたときは国民年金の届出が必要です！

保険料の免除制度があります！保険料の免除制度があります！

メリットメリット1

メリットメリット2

メリットメリット3

　２０歳以上６０歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。会社を退職

されたときは、第２号被保険者（厚生年金）から第１号被保険者（国民年金）への変更の届出が

必要となります。

　※　第３号被保険者（第２号被保険者に扶養されている配偶者）であった方についても、第３

　　号被保険者から第１号被保険者への変更の届出が必要となります。

○手続きについて
　　役場またはお近くの社会保険事務所へ「国民年金被保険者種別変更届」を提出してください。

　（郵送により手続きをしていただくこともできます。）

○手続きに必要なもの
　　年金手帳

○保険料額　
　　国民年金の保険料（定額）は、月額１４，４１０円（平成２０年度）です。

　保険料を納めることが困難な場合には、申請によって保険料の納付が免除される制度がありま

す。また、退職（失業）による特例免除もあります。

保険料を一部納付したのと同じ！

　保険料の納付を免除された期間の年金額の計算は、保険料を納付した場合と比較して3分の１

となります。

万が一の際にも確かな保障！

　病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金など、

免除承認期間については支給対象の期間とされます。

特例免除は、退職（失業）された方の所得を除外して審査！

　通常であれば、申請者本人、配偶者および世帯主の所得が審査の対象となりますが、特例免除

は、退職（失業）された方の所得は審査の対象から除かれます。

○手続きについて　
　　役場またはお近くの社会保険事務所へ「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出して

　ください。（郵送により手続きをしていただくこともできます。）

○手続きに必要なもの
　　①年金手帳 、②雇用保険受給資格者証の写しなど失業していることを確認できる公的機関

　の証明の写し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問合せ先　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松江社会保険事務所　電話0852－23－9542　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役場町民課　　　　　有線31-5107　電話54-2510


